
 令和6年9⽉2⽇ 

 ＰＴＡ会員各位 
 ⽂京区⽴⼤塚⼩学校 

 推薦委員会 

 令和７年度ＰＴＡ役員選出について 
  清秋の候、ＰＴＡ会員の皆さまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。皆様には⽇ごろ 
 よりＰＴＡ活動にご理解・ご協⼒をいただきまして、ありがとうございます。 

  さて、来年度のＰＴＡ役員候補者を選出する時期となりました。昨年度と同様、⾃薦（⽴候補）・ 
 他薦にて候補者を募らせていただきます。 

 ※当募集は  PTA役員  の選出に関するものとなります。例年３学期に⾏われます  次年度のPTA委員選出 
 の募集とお間違えのないよう  お願いいたします。 

 1.  PTA役員の活動内容 
  PTA役員は⼤塚⼩学校PTAの実務担当者として各種活動の指揮統括・運営を担います。PTA主 
 催イベントや学校⾏事などの校内PTA関連業務や本校PTA常置委員会のアドバイザー業務などを 
 ⾏います。またPTAの対外業務にも関わります。 
  役職は会⻑、副会⻑、会計、書記があり、それぞれの役職の詳細な業務は  ⼤塚⼩学校HP  「⼤ 
 塚⼩学校ＰＴＡ 役員活動内容」をご参照ください。 

 2.  PTA役員経験とPTA活動における委員・役員免除規定 
  ⽂京区⽴⼤塚⼩学校PTA役員および委員等選出に関する細則第31条に基づき、役員経験が1年 
 以上ある場合は今後⼊学予定のきょうだいを含め、以降の役員及び委員就任は免除されます。 
 （※今後ルールが変更する可能性もございますのでご了承ください。） 

 3.  PTA役員候補対象者と就任のルール 

 ●  現５年⽣以下の在校⽣の保護者 
 ●  役員経験歴が規定の上限を超えない者 

 （⼀家庭あたり会⻑は２期３年まで、会⻑以外の役員は２期２年まで） 
 ●  令和５年度より、１つの役職について  保護者２名で役員活動を⾏うことが可能  となりまし 

 た。（事前申告制で、連絡先は２名それぞれで登録し、両名共に禁⽌事項を遵守する必要が 
 あります。） 

 4.  選出する役員候補者の構成 
 ●  会⻑  １名     
 ●  副会⻑ ２名以上 （令和６年度は５名、うち夫婦で就任１組） 
 ●  書記  ２名以上 （令和６年度は４名、うち夫婦で就任１組） 
 ●  会計  １名以上 （令和６年度は２名） 
 ●  会計監査 ２名（役員経験者より選出） 

 5.  令和７年度ＰＴＡ役員選出⽅法 
 ＜5-1. ⾃薦（⽴候補）、他薦の受付＞ 

 ●  グーグルフォームの  ≪令和７年度ＰＴＡ役員選出フォーム≫  にて、候補者を募らせていただ 
 きます。  ⽴候補を希望する、しないに関わらず、各ご家庭につき１回のご⼊⼒  をお願いいた 
 します。他薦についてもその際ご回答いただけます。 

 ●  なお、現６年⽣の保護者の皆さまは、フォームのご⼊⼒は必要ありません。もし役員に推薦 
 したい⽅がいらっしゃいましたら、推薦委員（  bunkyo.otsuka.pta.ssa6@gmail.com  )  までご 
 連絡いただきますようお願いいたします。 

 ●  グーグルフォームでの⼊⼒が難しい場合は、推薦委員（ 
 bunkyo.otsuka.pta.ssa6@gmail.com  ) までメールにてご送信ください。 

 ●  回答時にご⼊⼒頂くPTA役員、委員、PTA部活動部⻑等の経験は、PTA委員選出、卒業対策 
 委員選出の募集の際にも参考にさせて頂きます。その他個⼈情報の取り扱いについては  ⼤塚 
 ⼩学校HP  「役員選出に伴う個⼈情報ご提出のお願い」を掲載いたしましたので、ご⼀読いた 
 だき、ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 ●  回答のご⼊⼒・ご送信締め切りは  9⽉7⽇（⼟）  です。 

 ≪令和7年度ＰＴＡ役員選出フォーム≫ 
 QRコードを読み取る⼜はURLを  クリックしてください。 
 https://forms.gle/suiPEHids3ESaXQv7 

 ＜5-2. 役職候補者の選定およびその後の決定の流れ＞ 
 ●  ⼤塚⼩学校HP  「令和７年度役員選出⽅法」をご参照ください。 

 ●  役員候補者が選出の定数に満たない場合の対応 
  ⾃薦（⽴候補）、他薦があり、かつ本⼈がご承諾いただいた⽅を合わせても、役員選出 
 に必要な⼈数に満たない場合は、⽂京区⽴⼤塚⼩学校PTA役員および委員等選出に関する細 
 則第9条、第10条に基づき、公正な⽅法（抽選等）にて選出いたします。 

 6.  役員役職説明会・役員役職決定のための会への出席のお願い（役員候補者のみ） 
  役員候補者になられた⽅々を対象に、役員役職説明会を  10⽉12⽇（⼟）13:30〜（理科室）  で 
 予定しております。現役員の⽅々から役職についてご説明いただき、役職の希望をお伺いした 
 いと思います。 
  また、役職説明会にご参加頂き次期役員のご承諾を頂けた⽅々には、役員役職決定のための 
 会の詳細をご連絡いたします。次期役員の⽅々全員に集まって頂き、正式に役員役職を決定い 
 たします。  12⽉7⽇（⼟）13:30〜（理科室）  を予定しておりますので、該当される⽅は、ご出 
 席いただきますようご協⼒をお願いいたします。 

 以上、役員選出に関してご不明な点がございましたら、推薦委員 (  bunkyo.otsuka.pta.ssa6@gmail.com 
 ）までお問合せください。 

 以   上 
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